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１ 児童・保護者にお願いする新型コロナウィルス感染症予防策について

①登校日には必ず朝家を出る前に検温を行い、検温カードに体温を記入し、学校へ提出

すること

②トイレの後、中休み遊んだ後には、必ず石けんで手を洗うこと

③マスクを必ず着用すること

④ハンカチを持参し、手洗いの後必ずハンカチで拭くこと

⑤爪切りをして清潔に保つこと

⑥お子さん本人や同居するご家族に発熱等の風邪症状が見られるときは、登校を控え、

学校へご連絡ください。

⑦１年生は初めての登校です。できる限り保護者と歩いて登校してください。

２ 教師による新型コロナウィルス感染症予防策について

①地域を２つに分けて分散登校をします。

②登校時は検温カードを回収し、昇降口で密集が起きないように校舎に入れます。

③分散登校日の初日に、担任が次のことを指導します。

〈まだ感染の危険な状態が続いていること 「３密」特に「密接」しないこと

コロナウイルスについての差別的な発言は絶対にしないこと〉

④丁寧な健康観察と児童の様子（身体面・精神面・言動面）を観察し、気になることが

あれば、児童に話を聞いたり、保護者へ連絡したりします。

⑤校内に手洗い用石けんやアルコール消毒液を設置します。

⑥マスクの正しい着用を指導する。（鼻まで隠れるように）

⑦「３つの密」防ぐ行動様式について次の内容を指導します。（登下校時も含む）

密閉…教室の窓、ドアは常に開放し換気をすること

密集…教室の席は、１ｍ以上空けて座らせること

密接…友達に触れたり、友達の物を触ったりしないようにすること

⑧下校時は、密集が起きないように教師を正門に配置し、間隔を空けながら下校させ

ます。

⑨下校時は、職員が危険箇所に立ち児童の安全を守ります。

⑩児童下校後、次亜塩素酸液で消毒を行います。（教室ドアノブ、窓、棚、電灯のスイ

ッチ、水道蛇口、机椅子、黒板消し、教師用机と教卓など）

３ 分散登校の「欠席」の扱いについて

宇美町は、５月２９日（金）まで臨時休校が続きます。したがって、今回(5/20,21 25,26
28,29 日)の３回の分散登校は授業日数には入りません。それにより、分散登校時の欠
席は、「欠席日数」としてカウントされません。

※ 今後も状況に応じて、段階的に実施可能な教育活動を行う予定です。決まり

次第、ホームページ、メール等でお知らせいたします。


